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新行財政改革基本計画

芦屋市新行財政改革基本計画は「行政改革」と「財政改革」を目的として策定しています。

行政改革は、多様化する住民ニーズと社会環境の変化に対応するため、組織体制や業務プロセスを抜本的に見直し、効率的で効

果的な行政運営を実現する取り組みです。職員の働き方改革や業務のデジタル化を進め、限られた人的資源で質の高い住民サー

ビスを提供できる体制構築を目指します。こうした改革を通じて、職員一人ひとりが創造性を発揮できる組織風土の醸成に取り

組み課題解決力を高める自治体組織への変革が行政改革の本質です。

財政改革は、将来世代に健全な財政を引き継ぐため、歳入確保と歳出削減の両面から自治体財政の構造を見直し、持続可能な

財政基盤を構築する取り組みです。補助金や事務事業の徹底した見直しにより「選択と集中」を進め、真に必要な施策や特色ある

施策に予算を重点配分する仕組みへの転換を図ります。公共施設の統廃合や長寿命化計画の推進により、将来的な維持管理コス

トの適正化と計画的な投資を両立させることが重要です。ふるさと寄附金の活用や未利用資産の有効活用など、新たな財源確保

策にも積極的に取り組む必要があります。中長期的な財政見通しに基づく計画的な財政運営により、社会経済情勢の変化にも強

い財政体質の確立を目指します。
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本市は震災の影響による市債残高の増加で、危機的な財政状況

に陥りましたが、平成１５年度（2003年度）の財政非常事態宣言

を受けた以降、継続的な行政改革により、サービスの見直し、人件

費の縮減等の大幅なコストダウンを図り、平成26年度に目標であ

った市債残高500億以下を達成しました。

令和3年度（2021年度）からは、人口減少の本格化やICTの急

速な高度化と汎用化などに対応するため、「持続可能型」の行政改

革を実施しています。

新

01 これまでの行財政改革と現状の課題

1119億円

484億円

0
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H13(2001)

※ピーク時

H26(2014)

単位：億円

市債*残高
芦屋市ＨＰ：「公債費*負担適正化の取り組み」より

H15（2003）
財政非常事態！

コスト削減型 課題解決型

未来に向けた成長戦略型役所のシステム改革型

持続可能型

H15
2003

H19
2007

H24
2012

H29
2017

R3
2021

R8
2026

新行財政改革基本計画
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人口については平成27年（2015年）をピークに減少局面に入っており、更なる少子高齢化に伴い社会保障

関係経費は引き続き増加傾向にあります。また、既存施設等の老朽化対策が必要ですが、近年の資材価格の

高騰や人手不足による建築費の上昇が顕著となり、財政的な負担が一層深刻化しています。さらに、民間との

採用競争激化と人口減少により、自治体においてデジタル人材を含めた専門知識を有した人材確保が困難に

なっており、将来を見据えた行財政運営の確立が不可欠となっています。

新

01 これまでの行財政改革と現状の課題

H27（2015）
95,350人

R22（2040）

86,874人

■ 芦屋市将来推計人口の推移
※令和6年度（2024年度）作成

■ 一般会計歳出「民生費（福祉・社会保障関係費）」の推移
※令和6年度（2024年度）作成

125億円

164億円

H27(2015) R5(2023)

単位：億円

新行財政改革基本計画
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新

01 これまでの行財政改革と現状の課題 新行財政改革基本計画

令和３年度（2021年度）から第１期（令和3年度

（2021年度）から令和7年度（2025年度））：新行財

政改革基本計画を策定し、持続可能な自治体を目指

して、４つの基本方針を定め、取組を進めてきました。

取組を推進することで時間外勤務時間数の削減など

に繋がっていますが、一方で業務の見直しや再構築に

対する負担も発生しており、時間外勤務時間数は全国

自治体と比較して引き続き高い水準となっています。

今後、AIやRPA、様々なクラウドツールなどを活用し

て業務効率化、生産性の向上を達成しつつ、デジタル

時代における市民サービスの向上を推進することが

重要な課題となります。

174.8

150.4 

162.5 

150.4 150.8 

134.5

119.3 

135.4 137.0 
130.0 

R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

時間外勤務時間

（職員１人あたり年間平均）

芦屋市 全国

取組方針１：未来に向けた公共施設等の最適化

取組方針２：前例にとらわれない業務全体の変革

取組方針3：スクラップの徹底

取組方針４：多様な手法による歳入確保・歳出抑制

４つの基本方針

デジタルツールを活用して
デジタル時代における市民サービスの向上

×
業務の効率化（職員負担の軽減）

の両立を目指す
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01 これまでの行財政改革と現状の課題

■ 公共施設等(公共施設＋インフラ施設*)の将来更新費用試算結果
※令和７年度（2025年度）作成

新行財政改革基本計画

また、公共施設の最適化を目指して

取組を進めてきましたが、公共施設等

の更新費用について試算した結果、今

後50年間にかかる費用は約２，９０７

億円となりました。１年あたりの平均に

すると５８．１億円です。

一方、公共施設等の現水準から推計

する投資的経費の見通しにおける年平

均額は４７.３億円となっており、将来に

予測される更新費用平均が現水準か

ら推計する投資的経費の見通しを上回

っています。

人口減少や限られた財源の中で、今ある施設等を持続的に活用するとともに、長期的な視点に立った施

設等の保有量の最適化、維持管理コストの縮減や受益者負担の適正な見直しなどを行うことで、時代やニ

ーズの変化に対応したサービスの提供を行います。
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コロナ禍を経た社会ではデジタル化が急速に進展しており、自治体においてもデジタル化の対応状況に

差が生じています。自治体として成長を続けるためには、限られた財源と人的資源の中で市民サービスの

質を維持しつつ、変化が大きく予測困難な社会情勢に対して組織および全職員が柔軟に適応し、第１期（令

和３年度（2021年度）から令和７年度（2025年度））の取組を基盤としながら、さらに改革を加速させるこ

とが不可欠となっています。また、目先の課題解消や短期的な取組ではなく、中長期的かつ市全体の行財

政運営を見据えた改革を継続的に取り組むことが重要です。

新

01 これまでの行財政改革と現状の課題

このような状況のもと、第１期：新行財政改革基本計画の取組を踏まえ、

第2期：新行財政改革基本計画 を策定します。

第2期：新行財政改革
＝環境適応型

コスト削減型 課題解決型

未来に向けた成長戦略型役所のシステム改革型

持続可能型

H15
2003

H19
2007

H24
2012

H29
2017

R3
2021

R8
2026

新行財政改革基本計画
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0２ 新行財政改革の基本方針

第2期：令和8年度から令和12年度で目指す将来像

新行財政改革基本計画

第2期：新行財政改革基本計画では、『環境適応型』の行財政改革を実施します。

「人口減少社会」など目前の課題に対応することに加え、「デジタル時代における生成AIなど急速に進歩す

るデジタル技術とともに変容する環境」 「長期にわたる低インフレ・デフレ傾向から、エネルギー・食料価格上

昇と円安を背景とした物価上昇へと変化する環境」をはじめとした「変化が大きく予測困難な社会情勢」とい

う環境に柔軟に適応し、変化できる自治体を目指します。そのためには、組織および全職員が中長期的な行

財政運営を見据えつつ、失敗を恐れず常に改善を続ける組織文化を醸成することが重要です。

変化が大きく予測困難な社会情勢

行財政改革

変化できる
自治体へ

人口減少社会における労働環境
・民間との職員採用競争の激化
・専門人材の不足
⇒業務効率化と人材の適正配置

デジタル時代において変容する在り方
・生成AIの進歩
・RPAの普及
・クラウドサービスの汎用化
⇒アナログからデジタルへ

物価上昇へと変化する環境
・資材費の高騰
・人件費の高騰
⇒財源の「選択と集中」、「今」にあった

歳出のあり方へ

老朽化する公共施設の今後の在り方
・更新/維持費用の増加
・人口減少に伴う利用率の低下
⇒将来に向けて適切な配置と管理

環境適応型
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0２ 新行財政改革の基本方針 新行財政改革基本計画

11

取組方針１：未来に向けた公共施設等の最適化

取組方針２：前例にとらわれない業務全体の変革

取組方針3：戦略的選択による事業の最適化

取組方針４：多様な主体との行財政運営

公共施設等総合管理計画に基づき、施設の利用状況や更新時期を勘案しながら、本市に見合った施設総量となるよう、公
共施設の最適配置を進めるとともに、官民に捉われない施設の効率的な運営を進めます。

生成AIやRPA等の利活用により業務効率化を図るとともに、職員の効果的な人員配置・組織編制を進め、総人件費を抑制
しながらも職員が能力を発揮できる場を整備します。

本市の質の高い行政サービスを維持しつつ、さらなる事務事業の精査を行い、その効果が低いものや目的が類似している
ものについては、サービスの転換や縮減、廃止など見直しを行います。

多様な主体と連携することで幅広いニーズに対応した行政サービスの提供を目指しつつ、使用料の見直しやふるさと寄附
金、ネーミングライツを活用するなど多様な手法による歳入確保に取り組みます。

『環境適応型』の行財政改革を実現するため、第１期に引き続き以下の取組方針を定めます。

第2期：令和8年度から令和12年度における取組方針
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0３ 新行財政改革の体系

第５次総合計画

後期基本計画：R8（2026）-R12（2030）

新行財政改革 計画

新行財政改革 計画
毎年度、具体的な実施項目の進捗管理及び、追加及び削除を含め見直しを行う

第2期：R8（2026）-R12（2030）

新行財政改革基本計画

５か年計画として策定し、取組方針や取組項目を定める
※第１期（令和3年度（2021年度）から令和7年度（2025年度））を受け、

第２期（令和8年度（２０２６年度）から令和12年度（2030年度））として策定



専門部会

特に行財政改革の中
心となる取組を実効
性のあるものとするた
め、関連する課長を推
進本部より指名し、検
討を行う

各所管課長

行財政改革の具体
的な取組について
意見を求める

13

新

0４ 新行財政改革の策定体制

行財政改革推進本部
市長を本部長として行財政改革の策定について協議を行う

事務局 DX行革推進課

行財政改革推進懇話会
外部有識者による懇話会に、行財政改革についての意見を求める

職員意見 市民意見 プロジェクト
チーム

新行財政改革基本計画



14

新

0５ 新行財政改革の背景

平成27年（2015年）をピークに人口減少に転じており、推計において今後20

年で生産年齢人口が約20%減少する未来への対応が必須です

人口減少の本格化

ICTの急速な高度化と汎用化

公共サービスのあり方の変革

長期的かつ健全な財政運営

少子高齢化・人口減少社会において、先行きの見えない財政状況が続くことが

想定されるため、先んじて対応していく必要があります。

行政からの一方通行のサービス提供だけではなく、行政がプラットフォームとな

り協働や双方向の関係性による、より良いサービスの創出に転換していきます。

AI技術のような高度技術の進化とあわせて、大容量通信の実現やクラウドシス

テムの一般化などにより、ICTは身近で当たり前のものになっています

新行財政改革基本計画

？
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0６ 健全な財政運営のための取組 新行財政改革基本計画

予算編成において、歳入見込みに応じた予算枠を各部に提示することで

予算要求の段階で財政規律を担保しています。

翌年度の歳入（収入）の見込み＝翌年度の歳出（支出）の見込み

○部 ×部 △部 □部
6月に次年度予算の概要を示すことで準備を促しておき、

10月の予算要求時に各部に予算枠（配分額）を提示する

各部で事業の見直しや優先順位を付け

枠内で予算要求を行う

財政課・政策推進課・

DX行革推進課による

重点的な審査を経て

政策判断を行う。

15

○部

新規事業や特色ある事業
のための支出枠

経常単独経費
投資・臨時的経費

※配分可能な予算枠

義務的経費
※支出が義務付けられ硬直性の強い経費

X部 △部 □部
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0６ 健全な財政運営のための取組 新行財政改革基本計画

現在の、歳入見込みを前提とした予算を効果的に配分する仕組みに加えて、
将来を見据えた課題に対応する新たな取組を、行財政改革で具体化し実行する
必要があります。

16

新規事業や特色ある事業
のための支出枠

経常単独経費
投資・臨時的経費義務的経費

新規事業や特色ある事業
のための支出枠

経常単独経費
投資・臨時的経費義務的経費

翌年度の歳入（収入）の見込み＝翌年度の歳出（支出）の見込み

「体質改善」が必要 長期的な視点から将来の投資的経費の圧縮／義務的・経常的経費の見直し

物価高騰や社会保障関係経費の増加に伴う義務的経費の増加

人口減少に伴う将来的な歳入減少の可能性

◆義務的経費：人件費、扶助費（国・県補助対象のみ）及び公債費など支出が義務的な経費
◆投資・臨時的経費：道路・橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備に要する経費やその他臨時的な経費
◆経常単独経費：国・県の補助対象事業ではなく、市の独自財源で経常的に実施している事業の経費



第1期：令和3年度（2021年度）から令和7年度（2025年度）の実績検証から、第2期：令和8年度

（2026年度）から令和12年度（2030年度）のゴールを設定し、引き続き「できること」だけではな

く、ゴールからのバックキャステングで「やるべきこと」を洗い出し、ゴールの達成に向かいます。

新

07 新行財政改革の主な指標 新行財政改革基本計画

Ｒ３-Ｒ１２
財 政 効 果

１００億円
R3-R7 実績額

3６億円
*R7は見込額

R８-R１２ 目標額

6４億円

17



Ⅱ 取組項目
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

取組方針１ 未来に向けた公共施設等の最適化

実施項目

1. 『公共施設の最適化構想』の推進
2. JR芦屋駅南地区再開発事業に伴う周辺施設の再配置
3. 本庁舎の更新時期にあわせた阪神芦屋駅周辺施設の再配置
4. 学校園施設やその他施設の更新時期にあわせた再配置
5. シーサイドタウンのまちづくりと学校園施設等の再配置
6. 文化施設等の更新時期にあわせた再配置
7. 市営住宅等
8. その他の施設

取組項目① 公共施設の最適配置

目標効果額 単位：千円

合計 664,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

1,043,000▲36０,000▲１８,000▲427,00042６,000
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

取組方針１ 未来に向けた公共施設等の最適化

実施項目

1. 包括管理委託導入後の継続的改善（建物・インフラ）
2. 新たなPPP/PFI事業の導入検討

取組項目② 官民にとらわれない施設の効率的な運営

目標効果額 単位：千円

合計 2０0,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

４０,000４0,000４０,00040,0004０,000

実施項目

1. 大規模施設の更新も視野に入れた執務スペース、書庫、会議室等の適正化の実施

取組項目③ 庁舎・施設等の効率的活用
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

実施項目

1. 社会情勢に伴う行政課題や市民ニーズに対応した組織の構築
2. 持続可能な行政運営を推進できる職員の育成
3. ＤＸ人材の育成
4. 職員の活躍を促進する人事評価制度の構築
5. 専門知識を有する多様な民間人材の活用

取組項目① 組織と人材の戦略的マネジメント

目標効果額 単位：千円

合計 １,３１５,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

３１０,0００３１５,0００２５７,0００２２９,0００２0４,0００

取組方針２ 前例にとらわれない業務全体の変革
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

実施項目
1. 場所と時間にとらわれない柔軟な働き方の整備
2. ペーパーレス会議の標準化や庶務的業務の簡素化、効率化
3. 職員の心と体の健康管理
4. 職員諸手当等の適正な運用

取組項目② 働き方改革とウェルビーイングの向上

目標効果額 単位：千円

合計 １３５,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

２７,0００２７,0００２７,0００２７,0００２７,0００

取組方針２ 前例にとらわれない業務全体の変革

実施項目
1. 窓口業務等の最適化による市民満足度の向上と業務効率化の両立
2. 生成ＡＩの活用を軸とした業務効率化の推進
3. クラウドサービス等の活用による業務プロセスの再設計
4. オープンデータの推進及びデータ利活用による行政運営の最適化

取組項目③ ＡＩとデジタル技術による業務変革



23

新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

実施項目

1. 法定上限の遵守の徹底
2. 長時間勤務職場の業務改革・改善
3. 既存業務の見直し、デジタル化等による業務効率化

取組項目④ 時間外勤務の縮減

目標効果額 単位：千円

合計 ３６４,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

８６,0００８０,0００７３,0００６６,0００５９,0００

取組方針２ 前例にとらわれない業務全体の変革

実施項目

1. アナログ規制の見直し
2. ICT活用・調達の基準等の再整備
3. 他自治体等との連携による広域化が可能な業務の検討

取組項目⑤ その他業務変革
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

実施項目

1. 大型公共事業の計画見直し

取組項目① 大型事業の規模等の見直し

目標効果額 単位：千円

合計 ２,６８５,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

１,３００,000４５８,000４９８,000２５０,000１７９,000

取組方針3 戦略的選択による事業の最適化

実施項目

1. 中長期計画の統廃合や期間及び策定手順・手法の見直し
2. 冊子印刷の原則廃止

取組項目② 中長期計画のあり方の見直し

目標効果額 単位：千円

R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

７,000１１,000１２,000１０,000５,000
合計 ４５,000
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

実施項目
1. 行財政改革の職員・市民等への意識啓発の推進
2. 効果検証に基づく事業の戦略的再編（廃止・縮小・転換）
3. 光熱費の削減、需用費の適正化及び公用物品等の運用見直し

取組項目③ 効果検証に基づく事業最適化の推進

目標効果額 単位：千円

合計 ２71,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

6１,000５5,000５5,00050,00050,000

取組方針3 戦略的選択による事業の最適化
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

実施項目
1. 官民連携体制の充実
2. ネーミングライツ等民間資金の活用

取組項目① 官民協働の推進

目標効果額 単位：千円

合計 ３５,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

７,000７,000７,000７,000７,000

取組方針４ 多様な主体との行財政運営
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

実施項目
1. 補助金・交付金の活用
2. 受益者負担の適正化
3. 市有地の売却及び資産としての活用
4. 寄附金の拡充

取組項目② その他歳入確保

目標効果額 単位：千円

合計 ８00,000
R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

１6０,000１６0,000１６0,000１６0,000１６0,000

取組方針４ 多様な主体との行財政運営
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新

08 新行財政改革の取組項目 新行財政改革基本計画

取組方針ごとの合計

目標効果額の合計

取組方針１ 未来に向けた公共施設等の最適化

取組方針２ 前例にとらわれない業務全体の変革

取組方針3 戦略的選択による事業の最適化

取組方針４ 多様な主体との行財政運営

８64,000

１,８１４,000

3,001,000

８35,000

目標効果額 単位：千円

R12（2030）R11（2029）R10（2028）R9（2027）R8（2026）

3,041,０00７９３,000１,１１１,000４12,000１,１５７,000

５年計 ６,514,000


